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エグゼクティブサマリー
インドネシアでは、2019年4月1日、財務大臣（MoF）により恒久的施設（以下、
「PE」）の認定に関する規則第35/PMK.03/2019号（以下、「PMK-35」）が公布さ
れ、同日から施行されました。

規則は、外国の納税者が関与するクロスボーダービジネスモデルの増加に伴
い、PEを通じて事業活動を行う外国の納税者がインドネシアで課税権と義務を遂
行するために、MoFは法的確実性を提供する必要があると述べています。

PMK-35はほとんどの点でOECDのガイダンスを緊密に反映しているようです。し
かし、特に下請け契約に関するものについてなど、サービスおよび建設プロジェクト
のPEに関する規定の中には、かなり幅広い解釈が可能な条項があります。

PMK-35は現在、インドネシアの税務当局からのPE問題に関する指針の主要情報
源であり、すべてのインドネシアのPE分析において考慮されるべきです。

規則では、クロスボーダーのデジタル取引や拡張されたデジタルPEの概念につい
ては特に取り上げていません。また、インドネシアがすでに署名済で、まだ批准して
いないOECD多数国間条約（MLI）から生じる可能性のあるPE規則への潜在的な
変更については触れていません。

この規則ではPEの帰属の問題については扱っていませんが、サービスおよび建設
プロジェクトのPEがいつ存在するとみなされるかについて広範な見解が取られた
ことは興味深いことです。帰属についても同様の見解がとられる可能性があるとみ
られます。

本アラートでは、PMK-35について詳しく説明します。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
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A. PMK-35の重要な定義
1. 「外国人」とは、インドネシアに居住していない個人、または
インドネシアにいる期間がいずれの12カ月でも183日以内
の個人と定義されています。

2. 「外国会社」とは、インドネシアが設立地や居住地でない企
業と定義されています。

3. 二重課税回避条約（以下、「租税条約」）とは、二重課税およ
び脱税を回避するための、インドネシア政府とその条約相
手国・地域の政府との間の合意と定義されています。

B. PEを通じて事業を行う外国納税者
の義務

1. PEを通じて事業もしくは活動を行う外国人または外国会社
は、納税者番号（以下、「NPWP」）を取得するための登録を
行わなければなりません。

2. NPWPの登録義務は、外国人または外国会社がインドネシ
アのPEを通じて事業または活動の実施を開始した時に発生
します。外国人または外国会社は、インドネシアのPEを通じ
て事業または活動を実施し始めてから1カ月以内にNPWP
の登録を行わなければなりません。

3. インドネシアのPEを通じて事業または活動を行っている外
国人または外国会社がNPWPの登録を行わない場合、国税
総局（以下、「DGT」）は、職権によりNPWPを発行することが
できます。

4. 課税対象の物品および/またはサービスの提供を行う事業
者として、PEを通じて事業もしくは活動を行っている外国人
または外国会社は、VAT対象事業者としての確認を行うた
め、事業内容を報告する義務があります。ただし、小規模事
業者として分類される場合は除きます。

5. VAT対象事業者としての確認を行うために事業内容を報告
する義務は、総売上高および/または総収益が小規模事業
者の閾値を超えた月の翌月末までに遅くとも履行しなけれ
ばなりません。

C. PEの形態
PEは、インドネシアで事業または活動を行うために外国人また
は外国会社が使用する事業形態です。以下の項では、PMK-35
に基づくPEの種類について詳しく説明します。

1. インドネシアで事業を営むための施設
一般的な基準
PEは、インドネシアで以下の基準を満たす事業を営むため
の施設です。

a. インドネシアに事業の場所が存在する

事業の場所は、外国人または外国会社が、その事業また
は活動を行うために使用する機械類または設備類を含
む、あらゆる種類の場所、空間、施設または設備を含み、
次の形態があります。

a) 事業の管理の場所

b) 支店

c) 駐在員事務所

d) オフィスビル

e) 工場

f) 作業場

g) 倉庫

h) 販売および販売促進スペース

i) 天然資源の採掘または抽出

j) 石油およびガス鉱区

k) 漁業、農場、農業、プランテーション、または林業、 
および

l) インターネットを通じて業務を遂行するために、外国
人または外国会社が所有、賃貸、または使用するコン
ピュータ、電子エージェント、もしくは自動機器

事業の場所の認定は、外国の個人または外国の会社が
所有もしくは賃貸しているか、または合法的にその事業
の場所を使用する権利があるかどうかにかかわりません。



3Japan tax alert   2019年5月30日  |

b. 事業の場所が恒久的性質

以下の場合、事業の場所は恒久的な性質となります。

a) 継続して使用される、および

b) 特定の地理的な場所に所在する

c. 事業の場所が、その事業または活動を遂行するために、
外国人または外国会社によって使用される

事業の場所は、以下の場合、事業を行うために使用され
ます。

a) 事業の場所が、外国人または外国会社にとって利用
可能で、事業または活動を行う際に無制限にアクセ
スが可能である、もしくは、外国人または外国会社
が、その事業の場所を通じて事業または活動を行う

事業の場所は、次の場合には使用可能であるという基準
を満たしません。

a) 事業の場所が、外国人または外国会社による電子デ
ータ保管および/または電子データ管理のためにの
み使用される、および

b) 外国人または外国会社が、事業の場所を運営するた
めのアクセスを制限されている

租税条約の適用
a. 上記の基準を満たす事業でも、準備的または補助的な
性格の活動だけに限定されている場合は、PEの定義か
ら除外されます。

b. 準備活動は、本質的で重要な活動が行われるための準
備活動です。

c. 補助的な活動は、本質的で重要な活動を促進することが
可能な追加の活動です。

d. 本質的かつ重要な活動は、以下の活動に該当します。

a) 外国人または外国会社の中核事業または活動である

b) 外国人または外国会社の中核事業または活動から 
切り離すことができない

c) 外国人または外国会社のために直接収益を生み出す

d) 大量の資産または人的資源を使用する

e. 外国人または外国会社が他の当事者のための準備的ま
たは補助的な性格の活動を行っている場合、上記（a）の
例外は適用されません。

2. 建設、据付、または組立プロジェクト
一般的な基準
外国人または外国会社の事業または活動である建設、据付
または組立プロジェクトは以下に該当します。

a. 建設コンサルティングサービス

b. 建設作業、および

c. 統合建設作業

据付または組立プロジェクトの内容

a. 建設作業プロジェクトに関連する据付または組立プロジ
ェクト、および

b. 機械装置の据付または組立プロジェクト

PEとみなされる建設、据付または組立プロジェクトには、 
インドネシアにおける建設、据付または組立プロジェクトで
以下が含まれます。

a. 作業がインドネシア国外で行われる、および/または

b. 作業が地元または外国の外注先に委託される

したがって、納税者は、建設および調達の一部がインドネシ
ア国外で行われる場合でも、これらがインドネシアのPEに
帰属する可能性があるため、この規則の適用に留意する必
要があります。

租税条約の適用
a. 建設、据付または組立プロジェクトは、租税条約に定めら
れた工事期間を超えて実施された場合、PEとみなされ
ます。

b. 工事期間は、外国人または外国会社がプロジェクトを開
始してから作業を終了し、その成果物を建設、据付また
は組立サービス受領者に引き渡すまで、またはプロジェ
クトが終了する前に作業を止める時まで計算されます。
この工事期間には、外国人または外国会社が下請け業
者に作業を委託した場合は、下請け業者の作業時間が
含まれます。

c. 工事期間が日数に基づいて計算される場合、1日未満は
1日として計算されます。工事期間が月に基づいて計算
される場合、1カ月未満は1カ月として計算されます。
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3. サービスPE - サービスが12カ月内に60
日を超えて実施されることを条件として、
あらゆる形態を問わず、従業員またはその
他の担当者によるサービスの提供
一般的な基準
以下の基準を満たす場合、12カ月内に60日を超えてサー
ビスが行われる場合、従業員またはその他の担当者による 
サービスの提供は、PEとみなされます。

a. 従業員またはその他の担当者は、外国人または外国人
会社またはその下請け業者によって雇われる

b. サービスはインドネシアで行われる、および

c. サービスはインドネシア国内またはインドネシア国外の
関係者に提供される

租税条約の適用
a. 外国人または外国会社が雇用する従業員またはその他
の人員によるサービスの提供は、租税条約に定められた
期間を超えて実施された場合、PEとみなされます。

b. 期間は、サービスの提供が開始されてからサービスが完
了するまでの期間が計算されます。この期間には、外国
人または外国会社が下請け業者を使用している場合、下
請け業者の作業時間が含まれます。

c. 期間が日数に基づいて計算される場合、1日未満は1日
として計算されます。期間が月に基づいて計算される場
合、1カ月未満は1カ月として計算されます。

インドネシアでサービスを行っている外国の当事者は、規制
のこれらの側面の影響を理解するように留意すべきです。
下請業者に関する規定はやや不明瞭であり、適用するのが
難しい場合があります。

4. 独立した地位の代理人以外の個人または 
企業
一般的な基準
独立した地位の代理人また外の個人または企業（すなわち
従属代理人）は、その個人または企業が外国人または外国
会社のために行動している場合、PEとみなされます。

以下の場合、個人または企業は、外国人または外国会社を
代理しています。

a. 事業または活動を遂行する際に、外国人または外国会社
の利益のために指示を受ける、または

b. 事業や活動によるリスクを負わない

外国人または外国会社が、インドネシアで事業または活動
を行う際に、独立した代理人、仲介人または中間業者を使用
している場合で、その独立した代理人、仲介人または中間業
者が通常の業務の範囲で活動している場合、インドネシアに
PEがあるとはみなされません。

租税条約の適用
租税条約適用のために従属代理人が予備的または補助的
な性格の活動のみを実行している場合、従属代理人はイン
ドネシアではPEとはみなされません。

「契約を締結する権限」および「商品の在庫の維持」に関す
る通常の条約文言が扱われていない点は留意する必要が
あります。したがって、PMK-35が従属代理人PEの範囲を広
げているかどうかは明らかではありません。

5. インドネシアで設立されておらず、かつイ
ンドネシアに居住していない保険会社の
代理人または従業員で、保険料を受領す
る、またはインドネシアにおいてリスクを
負担する場合
インドネシアで設立されておらず、かつインドネシアに居住
していない保険会社の代理人または従業員は、次の場合PE
とみなされます：

a. インドネシアで保険料を受け取る、または

b. 被保険者がインドネシアに居住している、居住地がある、
もしくは所在している場合、リスクを取る時にはインドネ
シアにおいてPEとみなされます。

租税条約の適用
ここで述べている基準は再保険には適用されません。

D. NPWPおよびVAT対象事業者ス 
テータスの取消し

1. PEのNPWPの取消しは、PEがインドネシアでの事業活動を
停止した場合に行われます。DGTは、納税者の申請または職
権により、PEのNPWPを取消すことができます。

2. VAT対象事業者ステータスの取消しは、PEを通じて事業を
行っている外国人または外国会社がVAT対象事業者とし
ての基準を満たさなくなくなった場合に行われます。DGT
は、VAT対象事業者の申請または職権により、PEのVAT対
象事業者ステータスを取消すことができます。
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